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所 沢 商 売 繁 盛 応 援 事 業  公 募 要 領 

 

【目 的】 

所沢商工会議所 商業部会員の、集客や売上を図るための広告宣伝等に要する経費について、応援

資金を交付することで、事業の活性化を図り、会員相互の取引交流の促進をもって、地域商業の発展に

寄与することを目的とする。 

 

 

【応募要件】  

所沢商工会議所商業部会の部会員（団体・組合等を除く）で、下記の要件を満たす方。 

 

① 商業部会員の方 

 

②応募時点において会費の未納が無い方 

 

③事業実施に係る購入先や発注先に、所沢商工会議所の会員企業様を利用される方 

 （会員企業様のご紹介を希望される方は、事務局までお問い合わせください） 

 

 

【交付対象経費】 

(1)ポスター・チラシ・ＤＭ・会社案内パンフレット等の作成、及び印刷に係る費用 

交付対象外 フランチャイズ本部が製作する広告物等の購入については対象となりません 

 

(2)チラシ・ＤＭの発送費、及び配布に係る外注委託費用 

交付対象外 配布に係る人件費について、お身内の方等へのお支払に係る費用 

 

(3)新聞・雑誌、及びタウン情報誌へのチラシ折込、または広告掲載に係る費用 

交付対象外 記念刊行物等への広告協賛、求人広告の掲載料に係る費用 

 

(4)ホームページの制作に係る費用 

交付対象外 インターネットショッピングモールへの出品や利用に係る費用 

 

(5)のぼり旗、看板の作成及び設置に係る費用 

交付対象外 広告宣伝を目的としない看板、・名刺等に係る費用 

 

(6)宣伝広告が掲載された販促品（ポケットティッシュ等）の制作に係る費用 

交付対象外 
宣伝広告の掲載がない販促品、文房具などの事務用品（ペン類・クリアファイル・封筒

や紙袋等）、フランチャイズ本部が製作する販促品の購入、金券・商品券に係る費用 
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(7)その他営業に係る広告宣伝に該当する費用として、審査会が適当と認める経費 

 

【交付額】   

3万円限度（但し交付対象経費の 2分の 1を限度とし、いずれか少ない方の額） 

参考例 
対象経費総額 4万円の場合 交付額は 2万円まで 

対象経費総額 7万円の場合 交付額は 3万円まで 

※受領後まもなく退会されるような場合、交付金の返還を求めることがあります  

 

【申請方法】 

申請書・事業実施計画書・交付金申請書の事項について記入・捺印の上、見積書を添付の上、締切

日までに当所窓口まで持参、または郵送ください。 

 

【完了報告】 

交付金精算払請求書と領収書のコピー、印刷物・広告掲載などの場合はその実物を提出ください。 

（大きさにより提出困難なものについては写真、または現地訪問により確認します） 

 

【附 則】 

①法人、または個人事業主であって、次に掲げる要件を満たす方 

・対象事業者のうち許可、認可、登録等が必要な事業を営む方は、その許認可等を取得していること 

②法人、または個人事業主であって、次のいずれ
・ ・ ・

に
・
も
・
該当しない方 

・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3年法律第 77号)第 2条第 2号の暴力団に 

関係する方 

・その他所沢商工会議所 商業部会が不適当と認める方 

 

③対象経費について次に該当する場合は対象となりません（共通） 

・所沢商工会議所の会員企業以外に発注・支払されたもの 

・交付決定前に購入・契約等を済ませたもの 

・見積書や領収書など、必要な経理書類を用意できないもの 

・中古品やオークション品を購入するもの 

・事務用品等の消耗品代 （参考：事務用品等の消耗品） 名刺、ペン類、プリンターインク、ＵＳＢメモリ・ 

ＳＤカード、ＣＤ・ＤＶＤディスク、色用紙、クリアファイル、封筒・紙袋、電池、段ボールなど 

 


